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※活動当時のまま、「滝沢村」と表記している箇所があります。
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平成２２年

４月

• 第５次滝沢市（村）総合計画 後期基本計画に方向性を明記

•戦略方針
国県からの市町村への権限移譲が進む中にあって、地域主権を確立するために将来に向け
た行政体の在り方を調査研究します。

平成２２年

９月

• 滝沢村行政体制調査研究会の発足

• 地方分権及び地域主権時代に対応した基礎自治体の在り方を調査研究し、住民サービスを
より効果的かつ効率的に提供できる行政体制を検討
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滝沢市自治基本条例策定プロセス

行政体制調査研究会報告書（抜粋）

Ⅲ これからの住民自治
３ 自治基本条例
自治基本条例は、まちづくりの基本構想、基本計画や市町村議会が制定する条例の上位に位置し、これらに指針を与える「

自治体の憲法」として表現されるものであり、併せて住民の責務、議会の役割、行政の役割等の原理原則を規定しております
。
（中略）
自治基本条例の策定を契機に、住民、地域、各種団体、ＮＰＯ、企業、行政などの滝沢村に関わる全ての方々が、滝沢地域
社会の将来を考え、互いに役割分担を再認識しながら、住民自治の力を高め、今後迎える超高齢社会へ対応していく必要が
あると考えております。

こうした意識の中から本村のあるべき自治の姿、共有する価値、理念を掲げる自治基本条例を住民総意で
策定していくことを目指していきます。
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滝沢市自治基本条例策定プロセス

たきざわ未来創造会議
（自治基本条例に盛り込む要素の検討）

行政での検討
（ワーキンググループ）

滝沢村（市）・議会
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職域ＰＩ（29回）、自治会ＰＩ（25回）、中学校ＰＩ（6回）
小学校作文コンクール（337作品）、村内バスツアー
たきざわ未来創造会議ニュース発行（全7号）

たきざわ未来創造会議の報告書を受けて「市
民憲章」と「めざす地域の姿」の検討、条文の
素案作成

「滝沢市自治基本
条例パンフレット」
を全戸に配布
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Ｈ23.12 H24.2  H24.3  H24.6  H24.10 Ｈ25.12 Ｈ26.1 Ｈ26.4
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～11

Ｈ24.11 ～ H25.11

平成26年1月1日
滝沢市施行
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議会 市民 行政

地域別計画 市域全体計画

基本計画

総合計画
基本構想

「滝沢市」のめざすもの
＝『滝沢市自治基本条例』

「行政」のめざすもの

＝「行政基本条例」

「議会」のめざすもの

＝「議会基本条例」

「市民」のめざすもの

＝「地域コミュニティ条例」 市民憲章

めざす地域の姿

行政経営理念

めざすは市民主体の地域づくり
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滝沢市自治基本条例の構造（全36条）その①

前 文

前 文

市民憲章
第４条

めざす地域の姿
第５条

基本原則
第６条

理念及び原則

条例の目的
 言葉の定義
 位置づけ：最高規範性

市民憲章：市民の想いの象徴
 めざす地域の姿：どのような地域にするか
 基本原則：「めざす地域の姿」を実現させる
 ためのルール（＝自治の仕組み）

目 的
第１条

定 義
第２条

条例の位置づけ
第３条

理念及び原則

住 民
第８条第１・２項

行 政
第８条第３項

議 会
第８条第４項

協働における役割

協働による地域づくり

協働による地域づくり
第７条

【地域づくりの大前提】
 「住民」「行政」「議会」三者による地域づくり

【それぞれの主体の役割】
 住民：地域づくりの担い手、市政に参加
 行政：住民への支援、各事業計画等の策定
 議会：行政の監視・評価

自
治
の
仕
組
み

自治の仕組み

住民の想い
 条例制定の背景
 市民が主体となった住民自治
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滝沢市自治基本条例の構造（全36条）その②

「事業実施の仕組み」（総合計画）
 「情報共有」の仕組み
 「住民参加」の仕組み

「地域」活動の原則、役割
 「行財政」運営の原則、役割
 「議会」運営の原則、役割

地域コミュニティ
第１３～１５条

行 政
第１６～２１条

議 会
第２２～２４条

運営の原則

①
危
機
管
理
体
制
の
確
立
と

地
域
づ
く
り
の
連
携

総合計画
第９条

情報共有等
第１０条

市政参加等
第１１・１２条

地域づくりの推進

②
権
利
と
責
務

③
公
正
と
信
頼
の
確
保

④
条
例
の
実
効
性
の
確
保

①危機管理体制の確立と地域づくりの連携
 ・大規模災害等の発生を想定した体制

 ・市内の大学や企業等との連携
 ・広域連携

 ②権利と責務
 ・「市民」の権利と責務

 ・「市長」「市職員」「議員」の責務

 ③公正と信頼の確保
 ・公益通報等の対応
 ・政治倫理、公務員倫理の確立

 ④条例の実効性の確保
 ・検証委員会の設置等

自
治
の
仕
組
み

「自治の仕組み」を支える４つの柱

第２５～２６条 第２７～３０条 第３１～３３条 第３４～３６条
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条例を検証する

機関が必要

滝沢市自治基本条例及び地域づくりの検証

【条例の実効性確保】

・条例の運用状況の調査等
  （第３４条）

・条例の検証等（第３５条）
  条例の運用状況や条例に
  基づく地域づくりを検証

・条例の見直し（第３６条）
  前２条を基に、必要に応じ
  条例を改正

【 H28.4.1施行 】

自治基本条例第35条第１項の
規定に基づく検証委員会を設置
するために
「自治基本条例検証委員会条例」
を制定

・条例には、所掌事務、組織及び
組織等を明記
・委員の任期は４年市民の声を

広く聴く

委員会条例の制定

条例を絵に
描いた餅にし

ない

第１１章
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役割
自治基本条例に規定する基本原則に基づき、

地域づくりが推進されているか調査研究する

ほか、市長の諮問に応じ自治基本条例の運用

状況を検証し、課題や必要な措置等を市長へ

答申する

自治基本条例検証委員会条例の概要（全6条）

目的
条例の実効性確保のため委員会を設置

自治基本条例第６条（基本原則）
市民、市及び議会は、次に掲げる自治に関する基本原則に基づき、地域づくり
を進めます。
・自治の主体は市民であり、自治の主権は市民にあります。
・市民の積極的な参加による地域づくりを推進します。
・協働による地域づくりを推進します。
・市政及び地域の情報は、互いに共有します。

委員構成

公
募
委
員

学
識
経
験
者

団
体
推
薦
者

市
長
が
認
め
る
者

自治基本条例検証委員会条例第３条（組織）
委員会は、委員１０人以内をもって組織する。
委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
・公募による市民
・学識経験を有する者
・市内で活動を行う団体から推薦された者
・その他市長が必要と認めた者
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自治基本条例検証委員会のイメージ

＜検証委員会＞
自治基本条例に掲げる理念及び原則

により地域づくりが進められているか

具体的な施策・事業の内容ではなく、

仕組みと運用状況を調査・研究

＜行政＞
行政基本・地域コミュニティ

基本条例の検証

情報共有

情報提供
報告・情報提供

＜市 長＞

提言 答申 諮問

必要に応じ、条文を見直し

課題の整理担当課への確認

検証委員会は！！

委員会は、自治基本条例や滝沢市が
目指す地域づくりの考え方を共有し、様
々な地域づくりの仕組みについて、各委
員が、自由に意見を言い合える場です。

必要に応じ
調査結果を

提言

情報提供・共
有

施策・事業
の仕組みを

研究

＜議会＞
議会基本条例の検証
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検証作業の内容

• 自治基本条例の条文の検証

全条文について理解を深めながら、検証におけるポイントについ
て整理。→条文と逐条解説から検証のポイントの確認。問題点など
の意見を集約。

10

任期最終年（４年目）に市長から「自治基本条例の運
用状況について」の諮問を受け、今までの検証委員
会での検討結果を取りまとめ、滝沢市自治基本条例
検証委員会として答申書を市長に提出
１ 条例の構成と実効性の検証について
２ 地域コミュニティの現状について
３ 提言事項



「やさしさに包まれた滝沢」 岩手県滝沢市

http://www.city.takizawa.iwate.jp

• 関連する条例との関係性の検証

議会基本条例

→自己検証の仕組み、検証結果を外部有識者がチェックする

仕組みを確認。

11

今後の方向性
自治基本条例と照らし合わせて市民目線に立って検証委員会の立
場として意見アドバイスを行っていく。
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行政基本条例

→自己検証の仕組みを確認。

→検証結果を自治基本条例検証委員会報告する。

12

今後の方向性
報告の中身について自治基本条例を照らし合わせながら条文の視
点に立った中でアドバイス・助言をする。

地域コミュニティ基本条例

→「地域別計画」を検証する仕組みを確認。

→条例自体の検証は、今後の課題。
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自治基本条例検証委員会のスケジュール
年度 地域コミュニティの動き 自治基本条例検証委員会

令和７
年度 ・自治基本条例と委員会の役割の理解

・委員会の進め方について

令和８
年度 ・地域コミュニティの活動状況の把握

令和９
年度 地域別計画の振り返り ・地域活動の課題の整理

令和１０
年度 ・地域活動の課題の整理

令和１１
年度 ・市長諮問に対する答申の検討について
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